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要　　　旨

　人類の歴史を香しく彩ってきたワインは，産業や交易，あるいは学問や嗜好の対象であっただけでなく，言
語表現や宗教，神話，芸術，文学，さらに祝祭や料理などの世界においても豊かな文化を創出する契機となっ
た。一方，ワインが医療的効果を帯びていることは古くから経験的に知られており，それゆえ実際の治療にお
いても多岐にわたって用いられてきた。本稿はそうしたワインの歴史を辿りながら，とくに筆者のフィールド
であるフランスを中心に，その伝統的な医食文化の生態系（エコ＝カルチャー）のなかで，「正統」医学がワ
インの効用をいかに論じ，「非正統」たる民間医療がいかにしてそれを用いてきたかを，とくに中世以降の一
次史料や「家庭の医学」をうたったいわゆる実用書にみられるさまざまな言説分析に基づいて考察するもので
ある。このワインにかかわる「医療知」は，知識階級（医師）や民衆（民間治療師）がそれぞれ独自に解釈し，
ときに両者が交錯するかたちで社会のなかに蓄積され，イマジネーション（個人的想像力）を規制するすぐれ
てコード化されたイマジネール（集団的想像力）を構築していった。そのかぎりにおいていえば，伝統的なフ
ランス社会において，ワインとはもはや単なる飲み物ではなく，まさに一個の重要な文化装置として理解され
なければならないだろう。ワイン文化の本質のひとつが，おそらくここにある。
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Medical food culture of wine in France

Fumiya Kuramochi1

Abstract

　　The wine, which has colored fragrantly human beings' history, didn't only become an object of industry, trade, 
science or taste, but also has created rich culture in the world of religion, myth, art, literature, festival, and cuisine, 
etc. On the other hand, the wine has been valued for its medical effects since ancient times, and so, used in fact at the 
various medical treatments. This paper has a purpose to trace the history of such medical wine and its practical uses in 
the traditional “Eco- culture” of medical food cultures in France, through the analysis of various discourses between 
historical academic discussions (“orthodox” medicines) and family medicine (“unorthodox” popular medicine). Such 
“savoir thérapeutique”(therapeutic knowledge) in connection with wine, interpreted respectively by intellectuals (doctors) 
and the public (folk therapists), has been accumulated into society through frequent mutual interactions. As a result, it 
has constructed so highly coded imaginaire (collective imaginative power) that can even now regulate an imagination 
(individual imaginative power). Accordingly, in the traditional French society, the wine must be understood not as a mere 
drink, but as an important cultural equipment. Probably here is one of the essences of wine culture.

Keywords: orthodox / unorthodox medicine, folk therapist, “savoirs thérapeutiques”, Eco-culture, imaginaire 
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　「俺が死んだら葬って
くれ，いいワインがある
カーヴの中に。
　両足は壁に向け，頭は
樽の栓に向けて」（シャン
ソン『円卓の騎士』より）

はじめに

　いささかその地位が危うくなりつつあるとはいえ，
フランスがなおもワイン文化の伝統的な中心地である
ことにおそらく変わりはないだろう 1）。フランスの地
口には，そんなワインにまつわる興味深い表現が数
多くある。Mettre de l’eau dans sa vin「自分のワインに
水を加える」（「主張を和らげる，控え目にする」の
意）や，Quand le vin est tiré, il faut le voire「酒が抜か
れたら飲まなければならない」（「乗りかかった船，毒
食らわば皿まで」の意）などだが，ラテン語の vīnum
（ブ

ヴ ァ ン ・ キ ュ イ

ドウ液を濃縮した甘口ワイン）を直接的な語源とす
るフランス語の vin（ワイン）が文献に初出するのは意
外と遅く，980年頃に編まれた中世文学の『キリスト受
難』に，「ブドウないしブドウ液を発酵させたアルコー
ル飲料」とあるのを嚆矢とするという 2）。さらに，発狂
王シャルル 6世の側近で諮問官をつとめていたピエー
ル・サルモン，通称ル・フリュクティエが，1409年に
著した『シャルル 6世のご下問』には，「ワインを水で
薄めれば，だれかの攻撃的な野望を衰えさせられる」と
いう一節がある 3）。
　ワインの水割りとはいささか奇矯な慣行と思えなくも
ないが，古代から中世にかけて（いや，一部では今日ま
で），こうした飲み方はとくに庶民階級では一般的だっ
た。事実，ブルゴーニュ公のお抱え詩人で，長編詩『大
遺言書』で知られるあの呪われた詩人フランソワ・ヴィ
ヨン（1431－ 63頃）にも決定的な影響を与えたとされ
る，ミショー・タイユヴァン（1390頃－ 1450頃）もまた，
1443年に発表した『ルクセンブルク攻略』で，「ワイン
に水を加えれば，攻撃的な野望を鎮められる」4）と書い
ている。すでに死語となっているが，こうして水割りワ
インを飲む者は，「私

ヴ ァ ン ・ バ タ ー ル

生児ワイン」と呼ばれていた。死
語といえば，「断

ヴ ァ ン ・ デ ・ コ ン ダ ム ネ

罪された者たちのワイン」という表現
もある。死刑を宣告されていた罪人が，パリのモンフォー
コン刑場，通称「偉大なる正義の熊手」の絞首台にかけ
られる前，途中立ち寄るフィユ＝デュ修道院で人生の最
後に口にするワインのことである。
　むろん，飲み方だけでなく，その原料もリンゴ（文献
初出 1317年）やプラム（1440年），ナツメヤシ（1562
年），桃（1873年）と多様化し，フランス人の美食文化
や精神文化に輝かしい彩りを添えるようになる。たとえ
ば造形表現では，キリスト教図像学の重要な主題として
の「神

ミ ス テ ィ ッ ク・ワ イ ン プ レ ッ サ ー

秘のブドウ圧搾機」がある（図 1）。圧搾機にブ
ドウよろしく乗せられ，プレスされたキリストの体から

血が木桶に流れ落ちるさまを描いたもので，イエスの受
難をモチーフとするそれは，圧搾機＝十字架，ブドウ＝
キリストないし選民，血＝ワイン汁という象徴的な対合
からなる。フランスのみならず，中世以降，西欧のとく
にカトリック世界に広く分布したこの表現は，『イザヤ
書』の「わたしはただ独り，搾り場でぶどうを踏んだ。
諸民族のうち，わたしとともにいる者は誰もいなかった。
わたしは，怒りに燃えて彼らを踏み，憤って踏みにじっ
た」（63．3）や「まことに，万軍の主のブドウ園とは，
イスラエルの家」，それを予型とする『ヨハネによる福
音書』の「わたしはまことのぶどうの木であり，わたし
の父は栽培者である」（14．1－ 2）などを背景とする 5）。
　このメタファーはキリスト教最大の教父とされる聖
アウグスティヌス（354－ 430）や，有名な『語源集』
を編んだセビーリャのイシドロス（560／ 570－ 636）
などによって発展し，造形化されていったが，そこに
は，初期教会からのミサで具体化され，第 4回ラテラノ
公会議（1215年）で教義化された，いわゆる実体変化
（transsubstantiation, transubstantiation）のシンボリズムに
よってさらに増幅されるようになる，ブドウ＝ワインの
特権的な地位と民衆教化のありようをみてとることがで
きる。
　ワインはまた，その収穫祭や商取引によって日常生
活や域内経済を活性化し，ブドウ栽培者やワイン商の
同
コルポラシオン

業組合が守護聖人をいただくことによって，地域住民
のソーシャビリティと信仰を維持・強化してもいる。む

図 1　神秘のワイン圧搾機（『大胆王フィリップ 3世の
聖書』挿画，15世紀）
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ろん，フランス（に限ったことではないが）の芸術家や
文学者の想像力を心地よく刺激してもいる。たとえば
16世紀，民間伝承を驚天動地な飽食文学，通称『ガル
ガンチュアとパンタグリュエル物語』としてまとめあげ
たフランソワ・ラブレーは，巨人ガルガンチュアに「飲
みたいよ！」という産声をあげさせ，ワインを「この世
でもっとも文明的なもの」と断定している。また，食通
を自任していたアレクサンドル・デュマ（父）は，つい
には病膏肓もかくやとばかり，食材・料理法約 750通り
を A～ Zまで網羅した『大料理事典』（1873年）まで
著しているが，この桁外れの浪費家は，「ワインは食事
の知的部分，肉と野菜は物質的部分」と高らかに宣言し
ている。同様の箴言や名文句は際限なくあるが 6），その
詳細は，ワインと祝祭や交易，聖人信仰，同業組合，ブ
ドウ栽培などとのかかわり同様，拙著『ワインの民族誌』
（筑摩書房，1988年）に譲り，本稿ではこの拙著でほと
んど触れることができなかったフランスの「医療知」や
「養生知」におけるワインの用法に着目し，そこから伝
統的な民衆文化の一端を考察したい。それには，当然の
手続きとして，フランス・ワインの歴史を近世まで概観
しておかなければならない。むろんそこでは，ワインと
不可分な関係にある「フランス料理」についても一瞥し
ておくべきだろう。

I．フランスワイン略史

　ワインの歴史は，イラン・ザグロス山脈北部の Hajji 
Firuz Tepe遺跡から出土した土器の内面壁にその残滓が
みられたことから，前 7000年頃にはすでに始まってい
るとされる 7）。約 6000年前にはアルメニアにワイン醸
造所がつくられ，『ギルガメシュ叙事詩』（前 2600年頃）
の第 11の書板には，洪水脱出用の船を作った者たちに
赤ワインや白ワインをふるまったとする記述がある。 
旧約聖書『創世記』には，洪水後に農夫となったノア
が，ブドウ園をつくり，ワインを飲んで酩酊したとも書
かれている（9．20－ 22）。ワインの原郷がメソポタミ

アにあるとされる所以だが，やがてそれはおそらくフェ
ニキア人を介して古代ギリシアに伝わる。はたしてそれ
がどのようなワインだったかは不明だが，oenology「ワ
イン醸造学・ワイン研究」の語源となるギリシア語のオ
イノス（οίνος「ワイン」）には，ナツメヤシのワインも
含まれていた。口縁部が三角形状の器オイノコエは，こ
のワイン呼称に由来する。一方，古代ギリシア人にとっ
て，ワインは水で割って飲むものであり，クラテール 
（κρατήρ「混酒器」）という語は，その慣行を今に伝える。
　定説によれば，ブドウ栽培やワインをフランス（ガリ
ア）にもたらしたのは，ギリシア系フォカイア人だった
という。時代は前 7－ 6世紀。その場所は南仏のギリシ
ア植民地で，おそらくアンティポリス（現アンティーブ）
やマッサリア（現マルセイユ）近辺だったと思われる。
南仏ではすでに前 1000年－前 500年頃にはブドウ（vitis 
vinifera）の栽培が始まっていたが，ワイン生産が多少
とも発展したのは，前 1世紀，カエサル率いるローマ軍
のガリア進攻と駐屯を俟たなければならなかった。駐屯
兵用にワインが必要となったからである。加えて，イタ
リア本国からも大量にワインが送られてきた。フィリッ
プ・パーカー編著の『大交易路』によれば，前 1世紀に
ガリアに送られたイタリア産ワインは，じつに 1000万
リットルに達したという 8）。ただ，そこには大きな問題
があった。海上・水上輸送は問題なかったが，ガリア内
陸部への陸路輸送では，陶製のアンフォラが悪路に耐え
ることができなかった。そこで採用されたのが，ガリア
の地ですでに用いられていたビール樽だった。
　こうして順調な発展を遂げるかと思われた矢先，ガリ
アのワインづくりはいきなり危機的な状況を迎える。古
代イタリアのワインといえば，大プリニウスをして「最
上の美酒」といわしめたファレルノが有名だが，その国
内ワインと競合するまでになったナルボネンシス（現
フランス南・南西部）産のワインを抑えるため，92年，
ときのローマ皇帝ドミティアヌスが，地中海岸のブドウ
株を引き抜いて半減させるという抑制策を発令したから
である。はたしてこの抑制策がどこまで徹底して遵守さ
れたのかは分からない。ただ，そのローマ軍の退役兵た
ちが営むブドウ園だけは特権的に無傷のままだった 9）。
ガリアのブドウ栽培とワイン生産が息を吹き返すのは，
276年，皇帝に即位したばかりのプロブスが抑制策を撤
廃してからだった。以後，4世紀中葉までに，ブドウの
栽培地はナルボネンシスのラングドックのみならず，南
西部のボルドーや中東部のローヌ，さらには中部のロ
ワールや中東部のブルゴーニュ地方にまで拡大する。4
世紀にはまた，ナラ材の樽のなかでワインを熟成させる
技術も開発された。
　だが，フランス・ワインが著しい発展を遂げた要因は，
いうまでもなくキリスト教，とくに修道院文化とのかか
わりである。周知のように，63年頃，ミサにおける実
体変化でワインが用いられるようになったが，教会の戒図 2　ブドウ栽培。14世紀の『詩篇集』挿絵
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律を定めた 816年のエクス＝ラ＝シャペル公会議では，
司教や修道院に対し，その所領内にあるブドウ園のさら
なる増産が促された。これを皮切りに，以後，クリュニー
会（909／ 910年創設）やシトー会（1098年創設）系の
修道院でのワイン生産が本格化していく（ただし，初期
のフランシスコ会士たちは，旧約聖書『エレミア書』の
「種をまくな，ブドウ園をつくるな」のタブーによって，
ブドウ栽培が禁じられていた）。これら修道院の多くは
権勢門家や地方領主などからの寄進を受け，しばしば農
奴的小作人を抱える大土地所有者でもあった。そこに起
居する修道士たちは，聖務や食事の際の「聖なる飲用」（聖
ベネディクトゥス）のためだけでなく，施療院やそれを
維持するための雑多な支払いにも充てられるワインのた
め，品質改良に腐心してもいた。識字者としての彼らに
は，日々の祈りや宗教書・写本の制作とともに，チーズ
や蜂蜜などとともに良質な「ヴァン・ド・メス（ミサ用
ワイン）」，つまり砂糖や添加物を廃したワインの生産が
務めとして課されていたからだ（図 3）。
　そうした修道士たちのブドウ＝ワインづくりについ
て，たとえばデズモンド・スアードは次のように指摘し
ている。「中世が終わる頃までには，修道士たちはワイ
ンの主要な生産者となっており，現代のどのブドウ栽培
者や協同組合よりも，はるかに多種多様のブドウとはる
かに大量のワインを楽しんでいた。道路事情が悪く，水
路も危険であったにもかかわらず，彼らは驚くほど遠く
離れた市場で自分たちのヴィンテージを売り捌いた。彼
らだけが集中的で大きな労働力をもっていた。彼らだけ
がきちんとした暦をもち，（・・・）彼らだけがブドウ
畑を組織的に改良する時間，記録，それに組織をもって
いた」10）。さらにいえば，スアードに指摘はないが，修
道会やその知的センターとして修道院のネットワークも
重要な役割を担った。このネットワークがあればこそ，
彼らはより良質なブドウ株の移入や品質改良ができたの
である。

　むろん，シャンパーニュ・ワインを初めとするこうし
たヴァン・ド・メスとは，ほとんど無縁なところで発展
したテロワールもある。たとえば，富裕市民たちが積極
的に森林を開拓してブドウ園をつくり，自分たちのため
にワインをつくったアキテーヌ公国のボルドーがそうで
ある。1154年，その公女がのちにイングランド王とな
るヘンリー 2世と結婚して以来，イングランドの支配下
に置かれるようになったボルドーのワインは，販路をフ
ランス王国より，むしろイングランド（ロンドン）やそ
の国王の援助で北ヨーロッパ（ブルッヘ，リューベック
など）に求めることができた 11）。こうしてボルドーは，
百年戦争中の後葉には，200隻もの商船にワインを満載
してイングランドに輸出できるほどになった。つまり，
ボルドー・ワインはフランス農業史における最初期のき
わめて国際競争力のある交易商品となったのである 12）。
　アヴィニョンに教皇庁が置かれ（1309年），その庇護
のもとに周域のブルゴーニュやローヌ産ワインが名声を
博すようになる少し前の 1305年には，ワインの蒸留技
術が開発される（一説に，すでに 7・8世紀にスペイン
でその技術が用いられていたというが，確証のある説で
はない）。開発者はカタルーニャ出身の医師で，イタリ
アのサレルノ大学で医学を修め，南仏モンペリエ大学医
学部教授となったアルノー・デュ・ヴィルヌーヴ，本名
アルノ・デ・ヴィラノバ（1235頃－ 1315頃。後出）と
される。「貧者の医学」ないし救貧医療の先駆者とされ
る彼 13）は，錬金術師・占星術師でもあり，カタラン語
やラテン語はもとより，アラブ語やヘブライ語にも通じ
ていた。その該博な知を背景として，彼は蒸留したアル

図 3 フランス南西部ナルボンヌ近郊にあるシトー会系
フォンフロワド修道院の修道士たちのブドウ栽培
（18世紀の陶製壺絵）

図 4 ワインを鑑定するボルドーのワイン商（15世紀
の版画）
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コール――彼はそれを錬金術における不老不死の霊薬
「アクア・ヴィタエ（aqua vitae）」のラテン語名をフラ
ンス語訳して「生命の水」，すなわち「オー＝ド＝ヴィ
（eau-de-vie）」と命名した――をワインに加えると，発
酵を停止し，ワインはブドウの甘さを保ってワイン酢に
変質しなくなることを発見した。このワインを「ヴァン・
ブリュレ（焼きワイン）」といい，これがオランダに伝
わってブランデワインと呼ばれるようになる。一方，オー
＝ド＝ヴィとは今日のフランス語でブランデーの謂いと
なっている。
　多少の地域差を度外視していえば，14世紀にはまた，
それまで高い評価を受けていた白ワインとロゼ・ワイン
にとってかわって，赤ワインが市場の中心となる。この
時期にはワインに関する法令化も進み，1351年にはワ
イン商に対し，産地名以外の名をワインに冠することを
禁じる王令が出され，違反者には罰金が科されるととも
に，財産も没収された。1360年にはまた，シャルル 5
世の王令によって，国内ワインをシャンパーニュ産など
の「フランス・ワイン」，「ブルゴーニュ・ワイン」，そ
してボージョレ産などの「高級ワイン（ヴァン・ド・グ
ラン・プリ）」の 3通りに分類されるようになった 14）。
　だが，16世紀後葉，フランス・ワインは再び大きな
困難に見舞われる。穀物不作による経済不況のあおりを
受けて，ブドウ栽培がしばしば制約されたのである。と
くに 1566年の飢饉時には，時の国王シャルル 9世の命
で，各地テロワールのブドウを引き抜いて，代わりに麦
を植えることが義務づけられた。これもまた，はたして
実際にどの程度実施されたかは不明である 15）。しかし，
アナル派の第 2世代を指導した偉大な中世史家のフェル
ナン・ブローデルによれば，17世紀前葉には，オラン
ダ人の商人や運送業者がボルドーで新酒の甘口ワイン，
とくに貴腐ブドウや蒸留酒で濃厚にしたミュスカ（デ）・
ワインを買い求めたという。これらのワインは，それを
非常に好んでいた国内だけでなく，世界各地にも輸出さ
れたが，こうした交易の結果，ボルドーや，やはりオラ
ンダ人に人気のあったシャラントのワイン醸造は，庶民
向けのありふれたものから上質のものへと転換していっ
たともいう 16）。
　1645年頃から 1715年頃まで，およそ 70年にわたっ
て河川を凍結させ，西欧各地に冷害をもたらすようにな
るマウンダー極小期の初期には，ワイン瓶が考案され，
古代のアンフォラにも用いられていたコルク栓が実用化
される。これにより，ワインは長期保存がきく唯一の安
全な飲料となり，いよいよその交易が本格的に拡大す
る（むろん，ワインの酸化を防止するには，最終的には
1765年頃にオランダの交易商人たちが発見したとされ
る，いわゆる「オランダ・マッチ」，すなわちワインを
樽に入れる前，硫黄の芯を樽内で燃やして樽材を消毒す
る硫黄灯心法を俟たなければならない）。
　ここまでくると，時代はワインの高い市場性を認めざ

るをえなくなる。パリ・シャトレ裁判所の警視だったニ
コラ・ドラマール（1639－ 1723）は，法令のみならず，
古代からの習俗やその起源や関連制度などを網羅し，民
俗史としても比類のない貴重な資料性を帯びている，ま
さに驚天動地の大著『諸事取締要綱』（1705－ 1719年）
において，18世紀初頭のワイン取引についてこう記し
ている。

　　パリにおけるワインの大量取引は自由である。他所
者もまたパリ市民と同様にそれが行える。両者の違い
は，他所者がそのワインのすべてをセーヌに停泊させ
た船や市ないしワイン取引所で売らなければならな
い，という点だけである。一般ないし富裕市民は貯蔵
庫のワインの 3分の 2を自らよしと思う場所で自由に
販売でき，残りの 3分の 1だけを一般用に市で売るも
のとする。
　　ただ，小売りについては事情が異なる。かつてパリ
では聖王ルイ 9世の時代（13世紀），市内の他の組合
と同じように規約を有するある組合が国王から（ワイ
ンを）購入していたが，この組合は 3世紀後に解散し，
姿を消している。
　　アンリ 3世時代の 1585年 12月，特許状によって新
たな組合がワインの壺売り商人やタヴェルニエ，カバ
ルティエ，およびオトゥリエという名のもとで組織さ
れた。これら 4通りの組合は条件を異にするさまざま
な者からなる 17）（丸括弧内引用者）。

　今もそのかすかな残影をモンマルトルの丘にみるこ
とができるパリや周域（モンモランシ，マント，ムラ
ン，アルジャントゥイユなど）のブドウ栽培は，意外な
ことに中世においてはフランス最大の規模を誇り，そこ
で生産されるワインはブルゴーニュやシャンパーニュの
ワインと名声を競っていたという 18）。とすれば，引用文
中，ルイ聖王時代の「組合」とは，ワイン商組合かどう
かは不明だが，少なくともアルザス地方のワイン商組合
（1348年創設）より 1世紀以上早く活動していたことに
なる。ドラマールはさらにタヴェルニエなどの 3業種，
すなわち食堂と居酒屋，さらに旅籠の性格を明記してい
くが，これについては割愛する。それよりここで指摘し
ておくべきことは，こうしたワイン流通を決定的に促し
たのが，ルイ 16世下で財務総監となり，国家財政再建
のために断行した A・R・ジャック・テュルゴー（1727
－ 81）の自由主義経済政策だったという点である。こ
れにより，1776年には国王賦役（1月。10月復活）や
職業組合の寡占体制（2月。8月復活），一部大都市での
穀物入市税（3月）の撤廃などとともに，それまで領主
や同業組合の管理下に置かれていたワイン取引の自由化
（4月）が定められたからである 19）。
　やがて 1789年にフランス革命が勃発すると，王侯貴
族はそれまで抱えていた料理人やワインを初めとする食



14 酒史研究 第 29号

材の仕入れを担っていたソムリエ（字義は「荷馬・荷牛
引き」＜「家

ソ ー マ

畜の群を導く者」）を手放さざるをえなく
なる。こうして奉公先を失った料理人やソムリエたちの
一部が，各地にタヴェルヌ（レストラン）を次々と開業
するようになる。その先駆けとなったひとりが，コン
デ公の料理人，のちルイ 18世の主膳頭にまでなったア
ントワヌ・ボーヴィリエ（1754－ 1817） である。彼は
1782年，王宮近くのリシュリュー通りに，最初の本格
的なレストラン「ラ・グランド・タヴェルヌ・ド・ロン
ドル（ロンドンの大タヴェルヌ）」を開業している。だが，
もともと保守反動的考えの持ち主で，急激な政治的変革
に反対したため，反革命分子として革命政府によって投
獄されてしまう。釈放後，再びレストラン「ラ・タヴェ
ルヌ・ド・ロンドル」を立ち上げた彼は，1814年，英
訳本も出るほど評判となったフランス美食学の古典『料
理人の技』（2巻）を上梓している。むろんそれは，ワ
インに関する膨大な蘊蓄に支えられてのことだった 20）。
　19世紀初頭には，18世紀末から用いられ，1801年に
ジャン＝アントワヌ・シャプタル（1756－ 1832）によっ
て理論化された工程，すなわち発酵前のブドウ液に糖分
を添加するシャプタリゼーション（加糖）も実施される
ようになる（現在は禁止）。そして 1863年，それまで幾
度となく危機を乗り切ってきたフランス・ワインは，最
悪の事態を迎えることになる。有名なフィロキセラ（ブ
ドウネアブラムシ）による全国的な規模での壊滅的な打

撃である。ブドウ種の品種改良に北米から輸入したブド
ウ株にこの昆虫がついており，抵抗力のなかったヨー
ロッパのヴィニフェラ種が一掃されてしまったのだ。や
むなくフランスは，生産力が激減した国産ワインを補う
ため，イタリアやアルジェリアなどからワインやブドウ
株を輸入せざるを得なくなるが，対策の一環として日本
から急遽取り寄せたブドウ株は，気候風土の影響で定着
しなかった。この史上最大の危機を救ったのが，やはり
技術改良だった。フィロキセラに対する抵抗力を備えて
いた合衆国のブドウ株と国産のそれを接ぎ木する方法で
ある。
　それから間もない 1866年，フランスの，いや世界中
のワインに僥倖が訪れる。ワインの劣化を嘆く皇帝ナポ
レオン 3世の依頼を受けたルイ・パスツール（1822－
95） が，ついに「ワインの病気」（『ワイン研究』第 1章）
に対する予防策を発見したのである。57度の加熱によっ
て病原微生物を駆逐するという《低温殺菌法》がそれで
ある。この画期的な殺菌法は，彼の名をとって，今日パ
ストゥリザシオン（pasteurisation）ないしパスチャライ
ゼーション，パストリゼーションと呼ばれるが，これは
ワインのみならず，牛乳やビールなどにとっても僥倖と
なった。これによって，安全な保存や輸送が実現するよ
うになったからである。パストゥールはワインをして「飲
み物のなかでもっとも健全かつ衛生的な飲み物」だと宣
言したというが，そこには彼の矜持と確信がものの見事
に集約されている。
　やがてベト病の猖獗を何とか乗り切って 11年目の
1889年 8月 14日，法令によって初めて正統的な「ワイン」
の定義がなされる。ワインとは「新鮮なブドウないしそ
の果汁の完全ないし部分的な発酵の産物」という定義で
ある。そして 1935年，農業担当大臣をつとめたマルセ
イユ出身のジョゼフ・カピュス（1867－ 1947）が，の
ちに全仏ワイン・アカデミー会長などを歴任する，ピエー
ル・ル・ロワ・ド・ボワゾーマリエ（1890－ 1967）と
ともにかねてより推進してきた原産地呼称統制（AOC）
――ワインの製造過程や最終的な品質評価において，特
定の条件を満たしたものにのみ付与される一種の品質保
証――の法律，通称パピュス法が議会で承認されるまで
になる。これにより，中世から伝統的に行われてきた異
なる産地のワイン混合（クパージュ）は，法的に禁じら
れるようになった。
　フランス・ワインの今日は，まさに以上みてきたよう
な社会的・経済的・技術的な歴史の結果としてある。そ
うした歴史を横目で追いながら，人々はワインを医薬と
して用いてもきた。では，それは具体的にどのようなも
のだったのか。いささか長すぎた感なきにしもあらずの
序論をここで切りあげ，いよいよ本論に入ることにしよ
う。

図 5　パスツール『ワイン研究』（1866年版）
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II．医薬としてのワイン

　フレンチ・パラドックス（Paradox français, French 
Parodox）という言葉がある。もとは 20世紀初頭に
フランスの文化・経済の特異性を示す用語として登
場したものだが，1986年，国際ブドウ・ワイン協
会（OIV）の機関誌《ラ・レットル》にフランス人
の食生を語る用語として用いられた。だが，この語
が巷間広く知られるようになったのは，1992年，ボ
ルドー大学教授のセルジュ・ルノーが心臓病専門医
のミシェル・ド・ルジュリルと連名で，《ランセッ
ト》誌に「ワイン，アルコール，血小板，そして冠
動脈心臓疾患のためのフレンチ・パラドックス」21） 

を発表してからだった。さらに同年，CBSの番組で新
たに彼が提唱したことで，その波紋は世界中に広まった。
むろんわが国も例外ではなく，一種の社会現象にまで
なったことは記憶に新しい。ルナーによれば，疫学的調
査に基づくかぎり，飽和脂肪酸が豊富に含まれる食事を
摂取しているにもかかわらず，フランス人は冠状動脈性
心臓病に罹患することが（アメリカ人より）比較的低い。
それは赤ワインの摂取量が多いことによるという。ボル
ドーという土地柄を考えれば，想い半ばに過ぎるものが
あるが，2002年 2月 25日の朝日新聞記事には，このパ
ラドックスが語るワインの効用を以下のようにまとめて
いる（表記は著者による）。
　●悪玉コレステロールの酸化・動脈硬化を防ぐ。●動
脈硬化を招くエンドセリンの合成を抑える 。●血小板
の凝集を抑え，血栓症になるリスクを減らす。●血液の
流れをよくし，その速度や流量を増やす。●平滑筋細胞
の増殖を抑え，動脈硬化の進行も防ぐ可能性がある。●
脂肪の吸収を抑制する。●ピロリ菌への殺菌作用があり，
胃ガンなどを減らす。●ポリフェノール（リスベラトー
ル），癌の細胞死を招いて進行を抑え，脳の細胞同士を
結びつけ，記憶などの脳機能を改善する可能性がある。
●○神経伝達物質や記憶に関わる物質を分解する酵素の
働きを妨げる物質を出す。●○香りに人をリラックスさ
せる作用カリウムを多く含み，利尿作用もある。●○カ
ルシウムとマグネシウムをバランスよく含み，骨粗鬆症
を防ぐ可能性がある。○大腸菌やサルモネラ菌などへの
抗菌力が強い（●は赤ワイン，○は白ワイン）
　このフレンチ・パラドックスの妥当性ないし正当性に
ついて，筆者は判断する知見も経験も有していない。分
かるにはただ，正統と民間を問わず，ワインがたえず民
間の医術や養生術，あるいは正統医学とかかわってきた
ということである。とはいえ，長い歴史を有するワイン
が，いつ，どのようにして医薬として用いられるように
なったかは不明とするほかない。医食同源の発想からす
れば，ワインもまたその出現当初から，一種の経験医学
に基づいて身体の維持や強化に用いられてきたはずであ
る。そうしたワインの効用を，たとえば医聖ヒポクラテ

ス（前 480頃－前 370頃）は，健康であれ病身であれ，
個人の体質に応じて適切かつ節度をもって飲すれば，人
間にとって格別に素晴らしいものであるとし，近代まで
ヨーロッパの医学で重視されたガレノス（131頃－ 201
頃） は，『解毒剤について』で，寝る前に少量を飲めば
安眠でき，テリアカ（解毒の特効薬）は不要 とまで断
言している。
　周知のように，ヒポクラテスは『人間の自然性におい
て』で血液，粘液，黄胆汁，黒胆汁の四体液を唱え，『古
い医術について』ではとくに粘液質と胆汁質に着目し，
これらの体液に疾病の原因をみている。また，「流行病」
第 17節では 16人の症例を観察し，その経緯を詳細に記
述するという，それまで類例のない臨床的手法も開陳し
ている。一方，医神アスクレピオスの神殿に仕え，剣闘
士の外科医からマルクス・アウレリウスの侍医にまで
なったガレノスは，ヒポクラテスの医学を継承すると同
時に，臨床と解剖に基づきながら，人体のメカニズムを
プネウマ（精気・生気）から解読しようとした。
　彼らを代表とする古代の医術は，アラブ医学ともども，
中世，いや近代初期までヨーロッパの医学に影響を与え
た。たしかに，その根本は食養生ないし食餌法に近いも
のだったが，しかじかの症状にしかじかの薬剤を処方す
ることも忘れてはいない。事実，ピポクラテスはたとえ
ば「損傷について」で，傷口とその周囲が炎症を起こし
ている場合は，レンズマメをワインに入れて煮て，それ
を細かくすりつぶし，オリーブ油を少量こね入れてから
パップし，包帯を巻き，傷口を塞ぎたい場合は，キュノ
スバトス（野バラの一種で，実や葉に優れた収斂作用が
あるとされる）の葉をレンズマメと同様に調製し，カル
ダモン（コショウソウ。アブラナ科の植物）とワインと
亜麻の種子を混ぜればよいとしている 22）。
　こうした古代の治療知を多少とも下敷きにしながら，
食養生をワインと結びつけたおそらく最初期の書に，ア
ルベール・ル・グラン（大アルベール），本名アルブレヒト・
フォン・ボルシュテットが編んだとされる，西欧世界の
民間療法の原典ともいうべき『草や石，動物の特性に関
するアルベール・ル・グランの秘密の書』，通称『グラ
ン・アルベール』がある。アルベールは 1193年頃ドイ
ツのシュヴァーベン地方（ないし 1200年頃バイエルン
地方）に生まれ，80年にケルンで没したドミニコ会士で，
神学者や哲学者，さらに博物学者や化学者でもあった。
イタリアのパドヴァで化学を学び，のちにその地の司教
となる（1260－ 63年）ラティスボンヌを皮切りに，ス
トラスブールやケルンなどで教鞭をとり，1245年から 3
年間，パリに滞在してアリストテレスらのギリシア哲学
やアラブ思想を学んだという。
　アルベールはこの『グラン・アルベール』を 1250年
頃に書きだしている。だが，ラテン語の初版が出たのは
彼の死から 2世紀以上経った 1493年。フランス語版は
さらに大きく遅れて 1703年に刊行されている。いささ
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か前置きが長くなったが，そこではワインについて次の
ような一文がある。

　　渇きは血を熱くする。発熱を引き起こしかねないこ
の血の炎症を避けるには，ワインを適度に飲まなけれ
ばならない。ただし，このワインは粗雑で頭をくらく
らさせるほど強いものというより，むしろ繊細なもの
がよい。また，その際は，本人の体力や気質などに応
じて，ワインに水を加える 23）。

　喉が乾いたら，発熱を抑えるため，良質のワインを水
で割って飲む。風邪をひいたら，ホットワインにシナモ
ンを入れて飲むという民間療法は今もなおごく普通に行
われているが，アルベールはこうしたワインの効力を認
めながら，むろん注意の指摘も怠っていない。人間はと
きに理性を失って深酒をしてしまう。それゆえ，理性を
保つには，食卓に着く前に，胃壁を守るためなのか，消
化をよくするためなのか，ともあれカッコウチョロギ
（ヨーロッパ原産のシソ科）の搾り汁をスプーン 2杯，
良質のオリーブオイルをスプーン 1杯飲むことを勧めて
いるのだ。そして，セイバリー（シソ科の香料植物）や
爪の削りかす（！）と一緒に飲めば，酩酊せずにすむと
している。酩酊するために飲むという論

・ ・

理もあるが，ワ
インを飲むのも骨が折れる。おそらくそれを承知で彼は
こう書いてもいる。

　　ワインに泥酔したなら，男の場合は強い酢に浸した
布切れでその睾丸を包み，女の場合は同様の布切れで
乳房をくるむ。こうすれば，いずれも正気をとり戻す
だろう。
　　従順さを保って決して酔わないようにするには，紫
色のアメジストを用いる。その最良なものはインド産
で，それは酔いに信じがたいほどの効力を発揮し，精
神を知性に戻してくれる。
　　鹿や馬ないしロバの精巣付近に出る泡や汗をワイン
と混ぜてだれかに飲ませれば，ひと月もしないうちに
ワイン嫌いとなるだろう。
　　ウナギを何匹かワイン壺に入れて死ぬのを待ち，そ
れからこのワインを飲めば，1年以内にワインを憎む
までになり，残りの人生を 1滴のワインも飲まずに過
ごすことになるはずである 24）。

　ここまでくれば，ワインを飲むにしても断酒するにし
ても相当な覚悟がいる。はたしてこうした諫言がどこま
で守られたかは分からないが，むろんこれを笑止なこと
と断じるのは，しばしばゲテモノを医療に用いていた伝
統的な民間医療に対するのと同様，あくまでも現代の見
方である。むしろこれは現代におけるプラシーボ効果の
古典的な表象と考えるべきかもしれない。
　では，より専門的な医者はワインの効用をどのように

考えていたか。たとえば前出のアルノー・ド・ヴィルヌー
ヴは，1309年から 11年にかけてラテン語による『ワイ
ン論』を書いている。ヘブライ語やドイツ語にも訳され，
15世紀後葉から 16世紀初頭にかけて 30版を数えたと
いうこの医書において，彼はワインの医術的効用をこう
記している。

　　ワインは憂鬱症や短気，心臓疾患に加えて，肝臓や
膀胱，血液循環，とくに動脈に問題を抱える者たちに
素晴らしい効力を発揮する。うつ病を治し，人間に理
性を取り戻させることで喜びを与え，心律動を鎮める
のだ。さらにワインは体温の急激な上昇や長引く発熱
を抑え，魂を理性的な状態に保たせ，神意によって若々
しくもする 25）。

　当時のことである。はたしてワインのいかなる成分が
しかじかの症状に効くかどうかの記述はない。そのかぎ
りにおいて，これは一種の「経験医学」といえるだろう。
こうした経験だけで治療を行う医者をフランス語の古い
言葉で「アンピリク（empirique）」と呼ぶが，これはま
た「シャルラタン（charlatan）」，つまり「いかさま医師」
や「いかさま調剤師」の総称でもあった。筆者はすでに
拙著『シャルラタン』（2003年）において，近代フラン
スにいたるまでの彼らの「非正統」医学と，医学部や同
業組合から正式な鑑札を受けた「正統」医学との歴史的
なかかわりを検討し，両者のあいだにはじつは虚実皮膜
の間ほどの境目もなく，シャルラタンの存在が近代医学

図 6 アルノー・ド・ヴィルヌーヴの肖像版画（制作者・
年代不明）
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の確立に決定的に重要な役割を果たした社会のダイナミ
ズムや，正統のうちから非正統が生まれる歴史の諧謔な
どを論じておいたが，今日の知見からすれば，ある意味
でヴィルヌーヴの医学もまたそうしたシャルラタニズム
の原点のひとつだったといえる。
　このヴィルヌーヴが他界しておよそ30年後の1348年，
フランスは史上最大のペスト（黒死病）に襲われる。前
年，中央アジアに発したこの黒死病の詳細な経緯につい
ては，拙著『ペストの文化誌』（1993年）に譲るが，パ
リに黒死病が出現して 2カ月後の 1348年，当時，サレ
ルノ大学やヴィルヌーヴのモンペリエ大学医学部と並ん
で，正統医学の総本山として君臨していたパリ大学医学
部は，すでに国内各地で猖獗を極めていた黒死病対策と
して，ワインにまつわる次のような勧告を首都の住民た
ちに発している。

　　家禽類や水鳥，乳豚，熟成した牛などの肉や脂身の
多い肉を食べてはならない。とりわけ食が細く，極上
の食べ物しか口にしない者たちに対し，粉末の胡椒や
シナモンを初めとする各種の香料を入れたブイヨンを
摂るよう勧める。（・・・）朝食ではワインはごく少
量にとどめる。昼食は 11時に摂り，ワインは朝食時
より多少多めでもよい。（・・・）新鮮な果物や乾燥
させた果物は，ワインと一緒に食するかぎり無害だが，
ワイン抜きの場合は，心臓に危険なものとなりかねな
い 26）。

　黒死病と立ち向かうための食餌法。これが当時の「正
統医学」だった。そこにはワインと果物――近代まで，
食事のあとに出されるこれが「デザート」と呼ばれてい
た――との，さらにワインと心臓との因果関係も触れら
れてはいない。あくまでもそれは正統な医者ないし医学
からの「福音」であり，ましてやそれがパリ大学医学部
という正統を維持し，生みだす絶対的権威の福音である
以上，人々がそれに疑念を抱いたり，異議を唱えたりす
ることは，聖書の福音同様，けっして許さるものではな
かっただろう。
　では，近世の「正統」医学はどうか。1600年には農
業技術を初めて科学的に研究したとされる，農学者オリ
ヴィエ・ド・セール（1539－ 1619）の『農業の舞台と
田畑の管理』が世に出る。初版から 1675年までに 19版
という，当時としては紛れもないベストセラーとなった
この書によって，ブドウ生産者だけでなく，一般人のワ
インに対する理解がかなり深まったはずである。そんな
なか，パリ大学医学部の医師で解剖学者，哲学者でもあっ
たプロスペル・カラニウスは，1664年，長々しい題名
の養生書『各人の生活の快適さのために一般に用いられ
ている，あらゆる種類のパンやワイン，浄水，魚などの
性質を示した，健康維持に関する優れた論考』を上梓し
ている。そこでは，ワインのさまざまな分類――一部は

現代では推測不可能――を行ってから，それらの効用を
以下のように記している。

　　厳めしく粗野なワイン（？）は，それが（水ほど弱
くなく，強力なワインほど強くない）白ワインの場合，
しばしば胃を強化するために用いられる。それは速や
かに血管に入り，食欲を促し，眠気も催させるが，他
のワインほど頭をくらくらさせない。そして，体内各
部にいきわたって，腹痛や鬱血を抑える。ただし，栄
養価はさほどなく，（ガレノスが言うような）利尿効
果はない。つまり，排尿を促すような特性はない。
　　これに対し，甘口ワインと厳めしいワインのあいだ
に位置する軽めないし繊細なワインは胃によく，これ
を最上の状態に保つと同時に四肢を軽くする。そのエ
キスは健常者にも病人にもきわめてよい。たしかにそ
れは利尿効果もあるが，飲みすぎると頭痛や酩酊を引
き起こす。このワインは朝，空腹時に飲むとよい。そ
れがすべての悩みや不安を取り除き，人の心を和らげ，
力を取り戻させるからである。（・・・）黄味を帯び
た白ワインないし色の淡い赤ワインは，消化不良のも
ととなる 27）（丸括弧内引用者）。
　
　自著に「優れた」論考と題する意図もまた，正統を称
する者の自信と矜持によるのだろうか。いちいちの文言
に対するコメントは必要ないだろうが，興味深いことに，
カラニウスはこうして白ワインについては多くの言葉を
費やしながら，赤ワインについては「脳に負担をかけな
いため，胆汁質や多血質の人，激しやすい性格の人，（・・・）
さらに頭をくらくらさせることもないので学生にも勧め
られる」と記す程度で，素っ気ない。こうしたワインの
種類ごとの考察は，この書の特徴といえるが，どうやら
彼は，赤ワインより白ワインにより薬効を認めていたら
しい。
　カラニウスから遅れること約 30年の 1691年，スコッ
トランド出身でイングランド国王の侍医トーマス・バー
ネット（1635？－ 1715年）のラテン語版医書が，フラ
ンス語訳されて話題を集めている。書名は『医学の実践
宝典もしくは医学事典』。おそらくこれは「事典」とい
う語を初めて用いた最初の医書である。そこでは，自分
が診断した夥しい数の症例とその処方――すべて完治
（！）――が列挙されている。ここではその 1例だけを
かいつまんで紹介しておこう。

　　ある 7歳の子供が下痢とひどい渇きのため，毎晩半
リットルの水を飲んでいたが，症状は一向に改善しな
かった。そこで私はきわめて有能な医師と相談し，子
供の便通をよくし，滋養にも富んでいる食餌法を処方
した。それまでの大量の水の代わりに，アーモンド・
ミルクと若鶏やヤマウズラ，ツグミ，ヒバリなどの煮
汁に卵の黄身とワインを加えたスープを飲ませたとこ
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ろ，5日間で回復したのである 28）。

　素人考えでは，かえって症状が重くなりそうな処方だ
が，何しろ著者は当時イングランド最高と称えられた医
者である。これもまた読者に安堵感を与える福音だった
ことだろう。この侍医はまた，後産で 14日間ものあい
だ苦しみ，いかなる薬も役立たなかった女性に，助産師
がユダヤ人医師（！）から授かったという秘法を用いて
全快させたと，誇らしげに書いてもいる。その秘法とは，
セリの葉をすりつぶして液汁を絞り，アルザス・ワイン
（おそらく白ワイン）とともに服用させるものだったと
いう 29）。前述したように，イングランドはボルドー・ワ
インともども，アルザス・ワインの重要な市場だった。
　バーネットの書より 1年後の 1692年には，発汗理論
で一世を風靡したモンペリエ大学の医師ルイ・キュザク
が，ワインの実際的な用法に関する論考を加えた医書を
出している。『ヒポクラテスとガレノスの理論と実践の
再検討，および発汗と排泄による病気の治療法』と，例
によって長い題名が付されたそこには，炎症や疼痛，腫
瘍，挫傷，切開，刺し傷，穿刺に由来する傷や出血に対
する対処策として次のような一節がみられる。「単純な
傷ならどれほど大きくても数日たらずで治る。日に 5，
6度，傷の外側をスプーン 1ないし 2杯のワインのエス
プリ（酒精）とスプーン 3ないし 4杯の湯，あるいはそ
の半分の量で熱気消毒すればよい」30）。
　そして，この書からさらに1世紀後の1775年には，バー
ネットと同じスコットランド人で，エジンバラ王立医師
会のウィリアム・バチャン（1729－ 1805）の『家庭の
医学』（4巻，原著初版 1769年）が，「養生および簡単
な医術による疾病の予防と治療に関する論考」という副
題を付して翻訳出版される。翻訳者はモンペリエ大学医
学部教授の J・D・デュプラニエル。こうして外国の医
書が，さほど時を置かずして翻訳される。そこには啓蒙
時代の西欧世界における医学・医術情報の緊密なネット
ワークを克明にみてとることができる。
　この書の詳細な分析は拙論「養生医学考」（蔵持監修『医
食文化の世界』，2010年）に譲るが，ここでもまたワイ
ンの効用が随所で語られている。最後にそれを紹介して
おこう。

　　いくらワインといっても，飲みすぎれば体をいため，
精神に変調をもたらす。だが，適度に飲めば，胃の働
きを強め，消化をよくする。また，水で割ったワイン
は食事にきわめて相応しい飲み物で，病人がガスで苦
しんでいる場合には，オー＝ド＝ヴィ（前出）を混ぜ
た水を飲ませなければならない 31）。

　以上，ワインの多岐にわたる効用をみてきた。しかし
それは，あくまでも一部であり，ほかにも「血液循環の
促進」（パリ大学医学部医師 C・J・A・シュウィルゲ，
1809年）や，「痛風」（フランス王立医学アカデミー会
長アポリネール・ブシャルダ，1870年）など，その効
用は枚挙にいとまがないほどある。まさにフランスの俚
諺にいうように，「今日の肉と昨日のパン，それに去年
のワインさえ摂りさえすれば， 医者は汝のもとを去る」，
「1杯のワインは医者から 1エキュ（往時の通貨単位）
を取り上げる」 である。
　では，こうした「正統」医学におけるワインの用法に
対し，フランスの民間医療におけるそれはどうだったか。

III．民間医療におけるワイン

　フランスのワイン販売店には，しばしば壁に各地のワ
インの効能一覧表がかけられている。どことなく温泉の
それを思わせるが，次表は主なワインとその効能を便宜
的にまとめたものである。
　まさにフレンチ・パラドックスを想起させるような効
能書だが，正確を期すなら，これらのワインをその色別
に分けるべきだろう。たしかにこうした効能がはたして
いかなるデータに基づくかは不明だが，分類自体はすで
にすでに 1934年になされている。「第 2回全仏ワイン愛
好医師会議」において，『ワインと健康。ワインの衛生・
治療的特性』（1960年）の著者でもあるマックス・エイ
ロー（1890－ 1979）が，「ワイン療法コデックス（Codex 
oenothérapique）」を具体化しているのだ。これは，1880
年 6－ 10月号の《ランセット》誌における「ワインの
医学的利用に関する委員会」の声明を受けて作成された
ものだが，フレンチ・パラドックスもまた，その流れの
なかで登場したものといえるかもしれない。いずれにせ
よ，民間医療の世界において，ワインが神や特定疾病の

表 1　フランス産ワインと効能

ワイン産地 主な適応症

アルザス 痛風，コレステロール，湿疹，高血圧，肥満症，水腫・浮腫，消化不良

ボージョレ 痛風，不安，下痢，低血圧，高血圧

ボルドー 活力低下，アンギナ，不安，灰分（カルシウム）低減，疲労，骨粗鬆症，くる病

ブルゴーニュ 痩せすぎ，灰分低減，肥満，活力喪失，

シャンパーニュ 空気嚥下症，発熱状態，流感，リューマチ，結核，疲労

ロワール 動脈硬化，便秘，膀胱炎，糖尿病，高血圧，痛風，各種感染
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治癒聖人に対する祈りとともに，重要な役割を担ってき
たことだけは間違いない。
　さほど人口に膾炙しているわけではないが，フランス
の民間医療を語る言葉にエノテラピ（oenothérapie）と
いう近年の造語がある。接頭辞の oen（o）「ワイン」と
thérapie「治療」の合成語で，訳せば「ワイン医術」も
しくは「ワイン治療」となるだろうか。ときにヴィノテ
ラピ（vinothérapie）と混同されることもあるが，後者は
ワインの澱やブドウの抽出液を用いての美容術であり，
その目的とするところは大きく異なる。また，19世紀
に初出するアンペロテラピ（ampélothérapie）とも混同
されるが，これは ampélo（ブドウにかかわる）の接頭
辞からも分かるように，各種ブドウを用いた治療法を指
す。
　おそらくヒポクラテスやガレノスを初めとする，古代
ギリシアのワイン薬剤観に遠因するこのエノテラピは，
それゆえ治療術や養生術に関わりこそすれ，現代の大学
医学部にその講座はなく，病院にも診療科はない。つま
り，一種の簡便な「家庭の医学」ないし，こういってよ
ければ通俗医学なのである。ただ，ここでのワインは赤
を主とし，ロゼや白はさほど問題とならない。では，な
ぜ赤が優先されるのか。それは，赤ワイン＝血というす
ぐれてキリスト教的な対合に基づくだけではない。肉が
肉を，赤ワインが血をつくるという論理は，明らかにそ
れ以前からの民間療法に特有の形態対合が背景となって
いるはずだ。
　ごく大雑把にいえば，民間医療に用いられる「薬剤」
は植物，鉱物，動物の 3通りに分けられる。それらが形
態的に対応するしかじかの症状に用いられるわけだが，
たとえば鋸歯状の葉がしばしば歯の治療に用いられたの
も，やはりこの対合に由来する。事実，南仏ラングドッ
ク地方の民俗学者だったロベール・ジャルビ（1931－
2012）によれば，いつ頃までかは不明だが，ピレネー山
脈に位置するアリエージュ県のビゾ村などでは，歯痛を
治すため，セイヨウキズタやツゲの鋸葉をワインで煮て
飲んだものだったという 32）。なかには，同様に歯痛を治
すため，クサリヘビの生皮を剥いでワイン酢に数日漬け，
それからこれを蒸焼きにしてすりつぶし，粉末状にして
からホットワインとともに飲むといったすさまじい療法
まである 33）。ここでは，この猛毒の蛇の歯と患者の歯と
の対合が効果をもたらすと信じられていたのだろうが，
あるいは一種のホメオパシーとも考えられる。足のむく
みを治すため，牛糞を赤ワインに溶かして飲むといった
療法もあったというが，むくみ＝牛糞の形態対合がある
とはいえ，これを実践するにはかなりの勇気がいったこ
とだろう。
　むろん，対処療法には形態対合とは無関係と思われる
ものもある。いちいちの典拠の明示は省くが，悪性赤痢
にはワイン半リットルと大麦入りの水 0.75リットル， こ
れに肉桂の表皮と砂糖 6グロスを服する， 咽頭炎（食道

炎）には ワインと煎じた大麦に砂糖少量と新鮮なレモ
ン皮，高熱時にはワインと煎じた蛇皮， さらにおぞまし
いことに，肺炎には飼い猫の右耳血 3滴を上質の赤ワイ
ンに混ぜて飲む・・・。民間療法の一部にはかくまでも
すさまじいものがある。
　より学問的なデータとしては，作家でありながらフラ
ンス民俗学にも巨歩を記したクロード・セニョル（1917
－）の報告がある。それによれば，20世紀中葉のプロ
ヴァンス地方では，丹毒の治療にはワインと樟脳とキプ
ロス産明礬が，疥癬にはワインで煎じたタバコの葉，傷
にはワインとザクロの外果皮，利尿にはワインにつけた
カラスの脳みそ，さらに高熱や三日熱・四日熱にはワ
インで煎じた胡桃の根がそれぞれ用いられていたとい 
う 34）。また，フランス中部の郷里カンタル地方の民間
医療を研究しているマルセル・ベネズィ（1933－）は，
現在もなお行われている胸膜炎の対処法として，それぞ
れコップ半分のツルニチニチソウ（夾竹桃科）の絞り汁
とワインを混ぜたものを病人に飲ませているという。体
が温まった病人を羽毛の掛け布団に寝かせれば，汗が出
て毒気が抜けるからだともいう 35）。
　はたして実際の効果はどうだったか。いささか気がか
りなところではあるが，こうしたフランスの伝統的な民
間医療のいわば聖典とされるものが，前述した『グラン・

図 7 第 1次大戦中，失神した兵士にワインをかがせる
修道女（郵便はがき）



20 酒史研究 第 29号

アルベール』や『プティ・アルベール』と，死後 2世紀
近く経った 1504年に初めて上梓されたヴィルヌーヴの
『貧者の宝典』，さらに 1714年にベネディクト会士のノ
コラ・アレクサンドル（1654年－ 1728年）が編んだ『貧
者の内・外科』，そしてそれらの無数の類書である。ただ，
とりわけこの 3書は，幸いいずれも廉価なビブリオテー
ク・ブルー（青本）叢書（36）に組み入れられたこともあっ
て巷間に広く流布し，幾度となく版を重ねただけでなく，
著作権などというものがなかった時代のことである，と
きには換骨奪胎した偽書も数多く出されるようなる。こ
のうち，「貧者の内・外科」は次のような序文から始まっ
ている。

　　（本書は）農村の貧者たちにとくに向けられている。
篤志家たちからその病を軽減するような確実かつ容易
な医薬を受けられる町の住人たちと異なり，彼らには
そのような救いの手を差し伸べられることがないから
である。本書で扱っている薬剤は，家にある食物や家
畜，あるいは庭や野原で簡単に見つけられる植物など
から調合したもので，（・・・）それらは富裕者や尊
大な態度をとる人物たちから，その使用にいたるまで
軽蔑されている。これらの人びとは自分たちの虚栄心
や優雅さを傷つけないよう，はるばるインドから招来
された珍しい，だが高額な薬を買い求めているが，そ
の薬たるや，財布を空にしても目立った効果が現れな
い代物なのである。これに対し，庶民は（本書に取り
上げられた）素朴で家庭的な薬によって，同様の病を
確実かつ速やかに治すことができる 37）（丸括弧内引用
者）。

　貧者の医師を自称していたアレクサンドルによる，正
統医学に対する挑戦的な言挙げである。だが，こうした
言挙げを身をもって体現したのが，ゲリスールと呼ば
れる治療師たちだった。治

ゲリール

す（guérir）に由来する呼称
が 14世紀の文献に初出するところからすれば，すでに
それ以前から存在していたはずの彼らは，正統医師と
一般民衆のあいだに存在し，現在同様，後者の治療に
あたってきた。かつては医師にかかる前にゲリスール
（guérisseur）に診てもらい，それでも治らなければ，医
師を頼っていたものだが，さすがに第 2次大戦後，とく
に公的な医療体制が拡充する 1960年代に入ると，その
傾向は逆転するようになる。詳細は拙著『シャルラタン』
（前掲）を見ていただきたいが，ときにシャルラタンと
蔑称されながら，彼らはしばしば医師不在の村などで，
他に生業を営みながら（助産師や鍛冶師など），正統医
学とは距離を置いた，だが，少なからず古代からの伝統
を受け継ぐ医療知に基づいて住民たちの治療にあたって
きた。むろんその治療知のなかには，ワインの効用や用
途に関する決して無視しえぬものもあった。そして，と
きには一部のシャルラタン同様，医師よりも治療術にた

けた者もいたことだろう。だからこそ，彼らは時代の代
替医療者として長い時代存在しえたのだ。
　たとえば，呪術師などの研究でも知られる民俗史家の
マルセル・ブテイエは，1950－ 60年代のフランス西部
アンジュー地方のゲリスールを調査しているが，その報
告書にはワインを用いてリューマチを治した女性ゲリ
スールについての記述がある。それによれば，彼女は患
者に昼と就寝前の空腹時に，ウイキョウとクマツズラ，
さらにシナノキの葉をそれぞれ 5グラム，ナツメグの実
の半分をすり潰して 1リットルの赤ワインに入れ，ひと
晩置いたものを飲ませたという 38）。このゲリスールはさ
らに膀胱炎や火傷，いぼ，捻挫などに苦しむ病人を快癒
させた実績を有するというが，まさに彼らは人びとの身
近にいる異能者でもあった。
　もとより，こうしたゲリスールや民間医療に対しては，
正統医学からの，しばしば偏見や蔑視に満ちた非難が早
くから数多くなされてきた。その代表的なものが，16
世紀のモンペリエ大学学長から国王侍医にまでなった，
医師ローラン・ジュベール（1529－ 83）の『医学や養
生に関する民衆の誤りと通俗的問題』である。その第 2
部には，ワインについて以下のような文言が並んでいる。

　　ワインは明らかにきわめて優れた飲み物であり，単
に多くの血をつくりだすだけでなく，他の食べ物の消
化をよくしてもくれる。速やかに精神を安定させ，自
然の熱を呼び覚まして体力を与え，根源的な体液を維
持し，汗や尿によって液体状の汚物を排泄し，煤と呼
ばれるもっとも無意味な煙

・
を一掃してもくれる39）（傍

点引用者）。

　そしてジュベールは，ワインの適度な飲み方を心がけ
れば，消化不良や粘液質過多，悪寒，閉塞症を抑制でき
るとしている。だが，この種の処方ないし療法は彼が「誤
り」と断じた民間医療と何ら選ぶところがない。正統と
非正統がここでもまた分かちがたく混在しているのだ。
そして同様の混在は以後幾度となく繰り返されていく。
まさにこれこそが民間療法，いや民衆文化の特性であり，
そのかぎりにおいて支配文化＝正統と対抗文化＝非正統
という伝統的な二項対立的な図式は根拠を失う。

おわりに

　アルザス地方の代表的なワイン生産地で，今もなお町
並みの一部に中世的な面影をのこすリボ－ヴィレでは，
毎年 9月の第 1土・日曜日，中世の放浪楽師たちを記念
する同地方最古とされる祝祭「フィッフェルドイ」（字
義は「笛の日」）が盛大に営まれている。この地の領主
が彼らを手厚く庇護していたことに由来する行事であ 
る 40）。だが，夥しい見物人の目は，石畳の大通りで中世
絵巻を繰り広げる祭りの感興もさることながら，町中を
芳しい香で包む新酒のワインにも向けられる。「ワイン
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は神がブドウのうちに成熟させたまいしもの」とは，リ
ボーヴィレの町当局が 1403年に出した条例に盛り込ま
れた文言だが，たしかにこの神からの「賜物」は，酒の
文化のみならず，民俗＝民衆文化の歴史をも芳醇に育て
てきた。のみならず，地場産業や交易の対象として，社
会的・宗教的象徴として，あるいは観光戦略の資源とし
て，さらにローカル・アイデンティティと連帯感の表象
としても重要な役割を演じてきた。数多くの造形表現や
文学作品も生んできた。
　本稿はそうしたワインの多様な役割のうち，とくに医
薬的側面における示標性を中心に検討したものだが，も
とより正統医学であれ，民間医療であれ，その治療知な
り養生知なりは単独で存立するものではなく，つねに当
該社会の歴史のなかで構築されてきた文化の生態系（エ
コ・カルチャー）のうちにある。そこでは時代の「科学」
＝正統と「非科学」＝非正統とが，イマジネーション（個
人的想像力）をはるかに超えた，社会的・文化的規制力
としてのイマジネール（集団的想像力）のなかに過不足
なく組み込まれているのだ 41）。そのコード化されたイマ
ジネールに規制されながら，人びとは他の社会からはど
れほど奇異に映るものだとしても，ワインのあえかなる
効験を信じ，それを自らの養生や施療に用いてきた。彼
らにとって重要なのは，あくまでも「効く」ないし「治
る」という，ときに呪術的な期待の実現であって，正統
と非正統を峻別することではない（シャルラタンないし
ゲリスールと正統医師が共存しえた所以がここにある）。
　こうして個人的身体は，社会的言説を維持ないし体現
しながら，それをたえず新たな「知」によって解体・再
構築する，つまりつねに脱テクスト化とテクスト化を繰
り返す社会のイマジネールに寄り添う。寄り添うことで，
速やかに社会的身体へと転位するともいえる。とすれば，
治療といい，養生といい，まさにそれは人びとが自らの
社会的身体を再確認する営為の謂いなのだ。医薬として
のワインとはそうした転位メカニズムの契機であり，と
同時に，新たな言説を際限なく生みだす文化的装置にほ
かならない。そのかぎりにおいていえば，前述したフレ
ンチ・パラドックスという言説は，正統であるか非正統
であるかは問わず，シャルラタニズムと「科学」のあい
だをつねに往き来してきた医療知や養生知のすぐれて現
代的な 解

アプロプリエーション

釈 であり，いずれ新たな言説を生みだす時
代の表象でもあるといえるだろう。
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18） Alfred FRANKLIN: Dictionnaire des arts, métiers et professions 
 exercés dans Paris depuis le XIIIe siècle, t. 2, Jeanne Laffitte, 

Paris, 1906 /1987, p.722.
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19） この頃にはまた，ブーランジュ（字義は「パン製造人」）
なるブイヨン商が，ルーヴル宮近くにディナー（当時は
昼食）専門の安食堂をオープンしている。彼は商品のブ
イヨンをレストラ（restaurat），つまり「食欲をそそる食べ
物」と命名したが，のちにこの語は 16世紀につくられた
レストラン（restaurant「体力を整える物，食物・強壮剤」）
と混同されるようになる。

20） 19世紀前葉はフランス料理文化のまさに一大画期と呼べ
るだろう。まず，ボーヴィリエと同時期に活躍した，香
料卸商や弁護士，風刺家，作家，そして美食研究家とい
う多彩な顔の持ち主のグリモ・ド・ラ・レニエール（1758
－ 1838）が，美食ガイド書の先駆けである『健啖家万用
暦』（7巻，1803－ 10年）を刊行している。それから少
し遅れて登場する菓子職人出身のマリ＝アントワヌ・カ
レーム（1784－ 1833）は，タレーラン邸の料理人を皮き
りに，イギリス皇太子，のちのジョージ 4世やロシア皇
帝アレクサンドル 1世，オーストリア皇帝フランツ 1世，
ロスチャイルド男爵邸，さらにナポレオン 1世にも仕え，
ウィーン会議（1814－ 15年）でも，食通・健啖家のデュ
マ（前出）をして「料理を芸術にした」と感銘させたそ
の天才的な腕を発揮している。フランス料理史における
彼のもうひとつの偉大な功績は，ロシア宮廷から帰国後，
ロシア式給仕法，つまり料理をそれまでのように同時にす
べて食卓の上に並べるのではなく，今日のようにメニュー
に従って順番に出すというスタイルを母国に紹介してい
る。「ソースの帝王」と呼ばれ，『パリ宮廷菓子職人』（1815
年）や『フランス料理術』（5巻，1833－ 47年）などを
著した彼は，高級料理を王侯貴族にとどまらず，新興富
裕層にまで広めた。

 　そしてもうひとり，「シェフたちの王，王たちのシェフ」
と呼ばれ，フランス料理の国際化に決定的に貢献したオー
ギュスト・エスコフィエ（1846－ 1935）がいる。彼の料
理人としての最初の大きな一歩は，パリ万博（1867年）で，
アルジェリア太守や作家・神学者・哲学者といった招待
客に独創的な料理を出したことにある。やがて彼は普仏
戦争に料理長として従軍し（捕虜となった），少ない食材
でいかにして多様な食事を兵士たちに出すかを工夫した。
おそらくこの体験から，彼はカレームの装飾的・華麗な料
理を体系的に単純化・多様化し，その一方で，ロシア式
給仕法を一般化している。のちにスイス出身の盟友セザー
ル・リッツ（1850－ 1918）に請われて，リッツ・ホテル
の料理長となり，料理人の分担システムや部門シェフ制
度をはじめて実施してもいる。そんな彼が 1903年に編ん
だ『料理読本』には，5000通りのレシピが紹介されている。
まさにそれは空前絶後の料理書だった。パリ北郊の地名
を冠したクリーム「シャンティイ」や，ポーランド王位
継承戦争に敗れて亡命したスタニスラス・レクチンスキー
が，召使のマドレーヌに焼かせたとされる菓子を「マド
レーヌ」と命名して普及させたのも，エスコフィエである。
彼はまた，ナポレオン 3世妃の名をとったサラダ・ウジェ

ニや，不出の名女優にちなむフレーズ・サラ＝ベルナー
ルなども創作している。

 　料理人ではないが，むろんここでは，J・A・ブリヤ＝
サヴァラン（1755－ 1826）のことも忘れてはならないだ
ろう。弁護士・大審院判事で，第三身分の代表のひとり
でもあった彼は，死の 2カ月前に匿名であの『味覚の生
理学』（のちに「超越的美食学の瞑想。各種文学会・学会
のメンバーである教授が，パリの美食家たちに捧げる書」
のサブタイトルが付された）を出している。フランス料
理をはじめて科学的に解説したとされるこの書のなかで，
彼はワインを労働者の体力増強や死相にさえ微笑を取り
戻させるなどと，美食家の面目躍如とばかりにワインの
効用をさまざま指摘している。「ブドウを植えたノア，あ
るいは世界の誕生時にブドウ液を絞ったバッカス神に負
う，飲み物のうちでもっとも愛すべきもの」とし（ただし，
この一文によって，ヴォルテールからワイン知らずとの嘲
笑を買っている），次のようなエスプリの効いたエピソー
ドを紹介している。半世紀前に他界した司教座聖堂参事
会員のロレなる人物が，ワインの飲みすぎで病床に伏せっ
た。往診した医者はただちに病人に禁酒を申し渡す。だが，
次回の往診時，ベッドの前に，白いクロスがかけられた
テーブルに美しいクリスタル・グラスやワインボトルな
どが置かれているのを見た医者は，ただちにこれらをど
けるように命じた。すると，病人は医者にこう反論した
という。「覚えているでしょう，あなたは前回ワインを飲
むのを禁じました。今度はこのボトルを見る喜びさえ禁
じるのですか？」。
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